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様式第３号（第１３条関係） 

 

会議録 

会議の名称 令和７年度第４回 朝霞市外部評価委員会 

開催日時 
令和７年７月１６日（水） 午後２時００分から 

午後３時５５分まで 

開催場所 朝霞市役所 別館２階 全員協議会室 

出席者の職・氏名 

 

別紙のとおり 

 

欠席者の職・氏名 別紙のとおり 

議題 別紙のとおり 

会議資料 別紙のとおり 

会議録の作成方針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起こ 

した場合の当該電磁的記録の保 

存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法  委員全員による確認 

傍聴者の数 ０名 

その他の必要事項 なし 
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令和７年度第４回 

朝霞市外部評価委員会 

令 和 ７年 ７月 １ ６日 （水 ） 

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら 

午 後 ３ 時 ５ ５ 分 ま で 

朝霞市役所別館２階  全員協議会室 

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）外部評価「自然・環境に恵まれたまち」 

３ その他 

４ 閉 会 

 

 

 

 

出席委員（１１人） 

 会       長 知識経験者 長谷川   清 

  委       員 市議会議員 飯 倉 一 樹 

  委       員 市議会議員 外 山 麻 貴 

 委       員 知識経験者 花 輪 宗 命 

 委       員 関係団体 秋 山 英 一 

  委       員 関係団体 佐 藤 順 與 

  委       員 関係団体 鈴 木 将 平 

 委       員 公募市民 中 屋 久 生 

 委       員 公募市民 緑 川 江里子 

 委       員 公募市民 山 﨑 雅 貴 

委       員 公募市民 吉 田 摩 耶 

 

欠席委員（１人） 

副   会   長 知識経験者 武 田 知 己 
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担当課（１０人） 

担   当   課 シティ・プロモーション課長 多度津 みどり 

担   当   課 市民環境部次長兼地域づくり支援課長 中 川    隆 

担   当   課 産業振興課長 大 瀧 一 彦 

担   当   課 環境推進課長 西 島 和 秀 

担   当   課 資源リサイクル課長 増 田 高 志 

担   当   課 みどり公園課長 松 下 俊 一 

担   当   課 生涯学習・スポーツ課生涯学習係長 荒 井    誠 

担   当   課 生涯学習・スポーツ課スポーツ係長 秋 山 大 輔 

   担   当   課        文化財課長兼博物館長 藤 原 真 吾 

   担   当   課        生涯学習部参事兼中央公民館長 堀 川 政 昭 

   

事務局（６人） 

事   務   局 市長公室長 又 賀 俊 一 

事   務   局 市長公室次長兼政策企画課長 櫻 井 正 樹 

事   務   局 同課主幹兼課長補佐 齋 藤 欣 延 

事   務   局 同課政策企画係長 石 﨑 博 貴 

事   務   局 同課同係主任 下 川 晃 秀 

事   務   局 同課同係主事 横 田 康 平 

 

 

会議資料 

・朝霞市外部評価委員会（第４回）次第 

・【４－１】外部評価シート「自然・環境に恵まれたまち」 

・【４－２】施策評価シート（対象：Ｒ６年度実施施策） 

・【４－３】令和７年度外部評価委員会（第４回）事前質問・回答（自然・環境に恵まれたまち） 

・【４－３】請求資料 

・「MUSASHINO FRONT ASAKA“朝霞市の魅力”」  
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  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等） 

 

◎１ 開会 

○事務局・石﨑係長 

 それでは定刻となりましたので、令和７年度朝霞市外部評価委員会第４回の会議を始

めます。 

 なお本日、武田副会長から欠席の連絡をいただいております。 

 開会に先立ちまして、委員の交代について御報告させていただきます。 

 前回の会議でもお知らせしましたが、東上地区私立幼稚園協会朝霞支部において役員

の改選がございましたので、これまで御参加いただいていた行平委員が退任され、佐藤

順與委員が、新たに委員となられました。 

 ここで、佐藤委員から、一言御挨拶を頂戴したいと思います。 

 佐藤委員、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員 

 東上地区私立幼稚園協会朝霞支部から推薦された佐藤です。 

 よろしくお願いいたします。 

○事務局・石﨑係長 

 佐藤委員、ありがとうございました。 

 次に、資料の確認をいたします。 

 本日の会議では、緑色のフラットファイルに綴じてお送りしました、【資料４－１】外

部評価シート、【資料４－２】施策評価シート、追加資料として事前にお送りした【資料

４－３】事前質問・回答（自然・環境に恵まれたまち）及び質問に係る請求資料を使用

します。全てお揃いでしょうか。 

 また、本日は、机上に資料を２点お配りしております。 

 １点目、「むさしのフロントあさか」に関する資料につきましては、本日の議題の中で、

委員から事前に御質問を頂いた２３番の資料となります。 

 ２点目、封筒に入っております資料につきましては、第５回会議の【資料５－１－３】

事前質問・回答①（市民参画・協働、行財政）及び質問に係る請求資料と、【資料５－２

－２】事前質問・回答②（令和６年度行政改革の結果検証）及び質問に係る請求資料を

お配りしております。こちらにつきましては、次回７月２５日の会議にお持ちください。 

 最後に、会議開催に当たり、１点、お願いがございます。 

 会議録を作成する都合上、発言されるときは、まず挙手をしていただき、会長に指名

されてから、マイク下のスイッチを押していただき、ランプが赤くなったら御発言くだ

さいますようお願いします。また、発言が終わりましたら、スイッチを再び押してくだ

さい。 

 それでは、会議の議事進行は、長谷川会長に進めていただきます。 

 長谷川会長、よろしくお願いいたします。 

 

◎２ 議事（１）外部評価「自然・環境に恵まれたまち」 

○長谷川会長 

 皆様こんにちは、本日は気候が非常に不安定なところ、お集まりいただきましてあり

がとうございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 議事に入る前に、本会議は原則として傍聴要領に基づいて傍聴を許可しております。 

 現在のところ傍聴の希望者はいらっしゃらないようでございますが、会議の途中で希
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望者がいらっしゃった場合には、傍聴要領に従って入場させますので、あらかじめ御承

知おきください。 

 それでは本議事に移ります。本日の議題は、外部評価「自然・環境に恵まれたまち」

でございます。 

 本日の会議の趣旨等につきまして、事務局から説明をお願いします。 

○事務局・下川主任 

 事務局から説明いたします。本日の議題の（１）外部評価「自然・環境に恵まれたま

ち」について、施策ごとに意見交換を行います。 

 また、事前に興味があるテーマとして回答いただいた内容についても、関連する施策

の中で意見交換を行っていただきたいと存じます。 

 本日、担当課としまして、シティ・プロモーション課、地域づくり支援課、産業振興

課、環境推進課、資源リサイクル課、みどり公園課、生涯学習・スポーツ課、文化財課、

中央公民館の職員が出席しております。 

 意見交換に当たっては、自然・環境に恵まれたまちを実現するために必要な取組が行

われているか、市の取組の方向性が市民ニーズに合致しているかどうかという視点から

御意見を頂ければと存じます。 

 事務局からの説明は以上になります。 

○長谷川会長 

 それでは、議題に移ります。今日は、先ほど申し上げたとおり、外部評価「自然・環

境に恵まれたまち」の評価でございます。 

 事前に皆様方に御協力いただきまして、質問票を寄せていただいております。皆様方

の御質問を踏まえて、各課から寄せられた回答を御覧いただきながら、議論させていた

だきたいと存じます。 

 資料の４－３の質問番号１番、学びを支える環境の充実というテーマでございます。

 これにつきましては、中屋委員から御質問を頂いております。中屋委員からは、指標

である事業参加者数について、本年度の目標は対前年比約２２０％という非常に急激な

目標になっていることについて、その理由等について教えてほしいということでござい

ました。 

 中屋委員、質問に対する中央公民館の御回答をお読みいただいて、いかがでしょうか。 

○中屋委員 

 丁寧に御回答いただきましてありがとうございます。 

 回答にもありましたとおり、策定時に令和元年の実績を踏まえて目標を立てていると

いうことは納得しました。 

 また、図書館や博物館の取組は十分に理解できました。 

 この事業参加者数には公民館も含まれていると思いますが、その公民館の取組が分か

れば教えていただきたいと思います。 

○長谷川会長 

 それでは、今の御質問に対して、中央公民館の堀川参事、いかがでしょうか。 

○担当課・堀川生涯学習部参事兼中央公民館長 

 公民館の事業につきまして、御回答いたします。 

 公民館は、中央公民館を含めて全部で６館あり、それぞれの館で市民向けの講座等を

実施しております。各館の講座等の数を実績として計上しております。 

○長谷川会長 

 中屋委員いかがでしょうか。 

○中屋委員 

 公民館の取組について、具体的にはどのような取組をしているのか教えてください。 
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○長谷川会長 

 堀川参事、お願いします。 

○担当課・堀川生涯学習部参事兼中央公民館長 

 公民館では、市民向けの講座として、生活の教養講座や人権教育講座であったり、高

齢者向けの健康教室であったり、そのような事業をそれぞれの公民館が実施しておりま

す。 

 そのほか、講座以外にそれぞれの団体が御自身の団体活動をしておりますので、そち

らの団体に貸し館等を行っております。 

○長谷川会長 

 中屋委員、いかがでしょうか。 

○中屋委員 

 どうもありがとうございました。 

○長谷川会長 

 本件につきまして、ほかの皆様から何か御発言はございますか。 

 今の公民館の議論でございますが、また次回以降で生涯学習についての議論があろう

かと思いますので、その時に改めて御議論をいただければと存じます。 

 次に、質問番号２番から４番です。これはスポーツ・レクリエーション活動の推進と

いうテーマでございまして、中屋委員と緑川委員から御質問を頂いております。 

 中屋委員からは市民スポーツ大会についての御質問でございます。 

 ５６の自治会・町内会があるのに対して市民スポーツ大会の参加が１１というのは少

ないという趣旨の御質問で、それに対して生涯学習・スポーツ課から回答がございまし

た。 

 中屋委員、生涯学習・スポーツ課の回答をお読みいただいて、いかがでしょうか。 

○中屋委員 

 回答の中で、参加地区用のテントを業者に委託し、参加者負担の軽減を努めるという

言葉があります。これは、各町内会でテントを設営するのではなくて、業者に有料でテ

ント設営を依頼し、町内会の負担を軽くしたという認識でよろしいでしょうか。 

○長谷川会長 

 本日は生涯学習・スポーツ課から秋山係長が御出席でございます。 

 秋山係長、今の御質問について、いかがでしょうか。 

○担当課・秋山生涯学習・スポーツ課スポーツ係長 

 テントに関しては、御指摘のとおり業者に委託をして、参加地区用のテントを設置し

ております。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。中屋委員、いかがでしょうか。 

○中屋委員 

 ありがとうございます。 

 昔の話になりますが、私もこの市民スポーツ大会に、役員ではなく、町内会の一員と

し参加したことがあります。 

 昔のイメージですが、町内会の人たちだけが仲間同士で楽しくやっているようで、市

民のためのスポーツ大会というより、町内会のためだけのスポーツ大会というイメージ

でした。その後、もう一度参加しましたが、同じような感じだったので、もう行かなく

なりました。 

 町内会や自治会のためだけではなく、市民の多くの方が参加できるようなスポーツ大

会に変えていってもらいたいと望みます。 
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○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 本件につきましては、緑川委員からの御質問もございます。緑川委員からは２つ質問

がございまして、市民スポーツ大会についての質問とロードレース大会についての御質

問でございます。 

 緑川委員、御質問に対して、生涯学習・スポーツ課から回答がございましたが、回答

をお読みになっていかがでしょうか。 

○緑川委員 

 回答と、それから資料をありがとうございます。 

 市民スポーツ大会について、中屋委員の御質問とそれに対する回答にもありましたが、

自治会等の参加者が減っている状況の中で、一般の参加者の参加を促すためにも、市内

の民間のスポーツジムやフィットネスクラブに協力を求めたりはしているのでしょう

か。 

 例えば、ポスターを貼らせてもらうとか、会員の方に参加を呼びかけるとかという形

で協力を求めているのでしょうか。スポーツ大会もロードレース大会も同様ですが、い

かがでしょうか。 

○長谷川会長 

 今の御質問に対して、生涯学習・スポーツ課の秋山係長、お願いいたします。 

○担当課・秋山生涯学習・スポーツ課スポーツ係長 

 市民スポーツ大会の開催についての周知ですが、今お話をいただきました民間スポー

ツジムや、そういった民間企業に対してのお知らせはしていない状況でございます。 

 現在お知らせをしているのは、市内の小中学校や公共施設などが主な周知先となって

おり、ロードレース大会についても同様の周知方法となっております。 

○長谷川会長 

 今のお話をお聞きになって、緑川委員、いかがですか。 

○緑川委員 

 民間にはいろいろなジムやフィットネスクラブがありますが、その事務の中でお仲間

の方がいたりとか、少なくともジムに通っている方はスポーツに興味があって、体を動

かすことが好きだったりということがあると思うので、周知依頼をしてもよいのではな

いかと思います。 

 次に、質問の２つ目ですが、スポーツ大会の参加者全員にお菓子の詰め合わせを配布

しているということについてです。 

 全ての種目で渡しているとのことですが、複数の競技に出た場合に、お菓子ばかりも

らうことになってしまうと思いますが、これは健康増進という目的に反しないのでしょ

うか。 

○長谷川会長 

 今の御質問について、生涯学習・スポーツ課秋山係長からお願いします。 

○担当課・秋山生涯学習・スポーツ課スポーツ係長 

 お菓子につきましては、やはり町内会の方々の参加者が減っているという状況もある

中、なるべく町内会単位ではなくて、個人で参加できる種目もありますので、そういっ

た参加者にもお菓子をお配りするという形で少しでも参加者を集められるように工夫を

しているところでございます。 

 健康増進との関係は少し難しいところもありますが、今後も参加者の御意見や会議の

おける御意見を参考にしながら進めてまいります。 

○長谷川会長 

 ありがとうございました。 
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 今日お集まりの方々も、日ごろのスポーツやレクリエーションについてそれなりに御

関心があろうかと思います。そういう御経験から、本件について何か御発言はございま

すか。 

 飯倉委員お願いいたします。 

○飯倉委員 

 私も町内会に入っており、町内会に若年層の方がいることはいるのですが、町内会に

入ること自体がハードになっている状況もあると思います。そのような中で、先ほど中

屋委員がおっしゃったとおり、自治会・町内会での参加を前提とした形になってしまう

と、どうしても参加するのが一部の元気がある自治会・町内会に限られてくると思いま

す。そうすると、市民全体のスポーツ推進というところはかなり難しいと感じています。

かつ、例えば特定の競技のスポーツ団体がありますが、そこもやはりある種のコミュニ

ティが固定化していく中で、先ほど緑川委員がおっしゃったように、スポーツに興味が

ある方がもっと広く、参加できるような仕組みを検討していかないと、結局市民スポー

ツ大会も参加する自治会・町内会が限られてくる中で、市民という言葉を冠してよいの

かという状況になってくると思うので、他の関連する部局とかも含めて適切な推進をし

ていただきたいと感じます。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 個人的な感想ですが、私が子供の頃、こういう地域の運動会にはかなりに人が集まっ

て、みんなでワイワイとやったような記憶があります。それこそ小学校の運動会は地域

の最大のイベントでして、子供の数より観客の数の方が多いという時代でした。 

 恐らく、この企画もその時代の延長線なのだろうと思うのですが、先ほど緑川委員が

御発言されたとおり、時代がずいぶん変わってしまっております。それで、スポーツの

種類も当然多様化しております。新しいものが生まれている中で、そうした新しいもの

にチャレンジしていくその姿勢が必要なのかと思っておりますので、ぜひ生涯学習・ス

ポーツ課の方には、頭を柔らかくしていただき、このテーマに取り組んでいただくと、

市民の方にも喜んでいただけるのではないでしょうか。 

 それでは、先へ進めさせていただきます。 

 次のページの質問番号５番と６番でございます。 

 歴史や伝統の保護活用というテーマでございます。これについては武田副会長と緑川

委員から御質問がございました。武田副会長からは歴史、伝統を大切にするというのは

良いけれども、他方で、近現代の歴史についてあまり言及がないようですが、朝霞市に

は旧軍の施設や米軍基地もあるので、これらの活用というのも１つの考え方ではないの

かという御質問です。これに対して政策企画課とみどり公園課から回答がございました。 

 本日は武田副会長が欠席されていますので、ほかの御出席の方々から何か御発言はご

ざいますか。 

 飯倉委員、お願いします。 

○飯倉委員 

 先週、みどり公園課の案内で基地跡地の中を見学させていただきました。 

 市民の方からも、ここに基地跡地がある意味であったり、今後の利活用であったりと

いう意見もありました。 

 旧軍とか米軍基地のように、朝霞市しかないものもあるので、ぜひそういうところは

大事にしていただければと思います。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 実はこの外部評価委員会でも、何代か前にあの跡地を見学したことがございました。
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 あの土地そのものは、国有地ですので、管理は財務省であり、見学をするにしても手

続が必要となります。 

 いろいろなお考えがあるとは思いますが、現実としてここにあるものですので、それ

をどうやって生かしていくかということは、しっかり考えていく必要があると思います。 

 本件について政策企画課やみどり公園課から御発言はございますか。 

 櫻井次長、お願いします。 

○事務局・櫻井市長公室次長兼政策企画課長 

 飯倉委員から発言がありました基地跡地内の見学については、以前は基地跡地に関す

る計画策定の際に、現地見学として実施させていただきましたが、昨今、国有地の管理

上、難しくなっております。 

 今回の見学は、関連する計画を策定するために必要という理由で実施させていただき

ました。 

 そういった特殊な事情がない限り、現在は中に入れないといった状況です。 

 ただし、市民に親しまれる自然が多いところという認識はしておりますので、市の財

政上の問題などもありますが、できるだけ早く整理していきたいと考えております。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 ほかに御発言がなければ、次は緑川委員の御質問に移りたいと存じます。 

 緑川委員からは、博物館に関する御質問でございます。 

 博物館では市の予算以外に収入を得る手段はあるのかという御質問でございます。 

 それに対して文化財課から回答がございました。 

 緑川委員、文化財課の回答をお読みいただいていかがでしょうか。 

○緑川委員 

 御回答ありがとうございます。 

 私が個人的に博物館の講座を利用させていただくと、なんだかとてもお金がかかって

そうなのに、無料で参加できて嬉しい反面、材料費ぐらいは払った方がよいのではない

かと心苦しくなることもあったので、講座自体を有料にするというのは少し難しいとは

思うのですが、材料費ぐらいは考えてもよいのではないかと思ったので質問させていた

だきました。 

○長谷川会長 

 本件について、文化財課の方で、何か補足的な説明はございますか。文化財課藤原課

長、お願いいたします。 

〇担当課・藤原文化財課長兼博物館長 

 御質問どうもありがとうございます。 

 文化財課としても、いろいろな方向から、今後様々な内容について検討を重ねていき

たいと思っております。 

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。緑川委員よろしいでしょうか。 

 以前の本委員会でも、博物館の利用についての御意見がかなり活発になされました。 

 その当時から比べると、博物館には頑張っていただいて、入場者数も増え、今も増加

傾向をたどっていると聞いております。さらに、その利用の中身も市民の方々の多様化

しているニーズに応えることができるものになっていると思います。 

 それでは次のテーマでございます。次のテーマは質問番号７番と８番でございます。 

地域文化によるまちづくりというテーマでございまして、吉田委員から御質問を頂いて

おります。 
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 １つ目は彩夏祭のオフィシャルグッズのデザインやアイテムはどのように決定してい

るのかということと、それから２つ目として、中学生から大学生ぐらいの年齢層の取組

についての御質問でございます。 

 吉田委員、御自身の質問に対して、地域づくり支援課からの回答をお読みになってい

かがでしょうか。 

〇吉田委員 

 回答ありがとうございます。 

 彩夏祭のグッズですが、彩夏祭の後に在庫を抱えるような量が残っているのか、もし

くは残ってないのか。 

 また、利益が上がっているのかを教えてください。 

〇長谷川会長 

 今の御質問に対して、地域づくり支援課での中川次長、お願いいたします。 

〇担当課・中川市民環境部次長兼地域づくり支援課長 

 御質問ありがとうございます。グッズの関係ですが、用意して在庫が残ることはあり

ます。例えばポロシャツですと、売れるサイズと売れにくいサイズがありまして、そう

した場合は次の彩夏祭のときに売り出しております。売値としては、それぞれ原価より

も少し高く設定し、彩夏祭の運営費に充てるような形で販売をしております。 

〇長谷川会長 

 今の御発言を踏まえて、吉田委員、いかがですか。 

〇吉田委員 

 ありがとうございます。 

 私はよさこいが好きなので関八連のタオルなどを買うのですが、ポロシャツなどは彩

夏祭の時期が近くなると市役所の方々が着ており、ポロシャツを着ている人は市役所の

人や彩夏祭の関係者という印象で、一般の人が着ているところはあまり見ないため、一

般の人たちが買いたいグッズにはなっていない印象を受けています。 

 彩夏祭のパンフレットは新座総合技術高校の学生にデザインをお願いしていたりする

ので、グッズについても若年層の方に喜ばれるような観点で検討していただき、併せて

もう少し利益を上げられるものを作るという視点も必要なのではないでしょうか。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございました。 

 今の御発言について、中川次長、お願いいたします。 

〇担当課・中川市民環境部次長兼地域づくり支援課長 

 ありがとうございます。 

 グッズについては、毎年どのようなものを販売するか、彩夏祭実行委員会の皆さんで

お話しをされています。 

 今年新たにＴシャツと缶バッチを販売することとしており、新しい試みとなっていま

す。 

 また、デザインについても、今おっしゃっていただいたように新座総合技術高校の生

徒に協力していただいているので、より良いアピールについて検討していきたいと思い

ます。 

〇長谷川会長 

 ほかの方から御発言はございますか。 

 秋山委員、お願いいたします。 

〇秋山委員 

 私は彩夏祭実行委員会の委員を務めておりますので、少し補足させてください。 

 まず、シャツのデザインについてですが、いくつか雛形がありますので、それを事務
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局に用意していただきます。 

 実行委員会にはいくつかの専門委員会があり、その中のシャツとかイベントグッズを

決める委員会がありますので、そこでシャツのデザインなどを決めています。 

 私もそのシャツを決める委員会に所属したことがありますが、委員会のメンバーが１

０人から１５人ぐらいいらっしゃるので、なかなかまとめるのに難儀しました。 

 また、以前、二小の学生さんにデザインをお願いしたこともありました。 

 学生さんの方は一生懸命考えてくれて、それが選ばれるとすごく嬉しいと思います。 

 こうした若い意見を取り入れようとする取組もあります。 

 また、利益については、「あまり儲けを出すのもいかがなものか」という考えもありま

す。公共がやるものは、民間がやるようなものとはまた違うと思うので、先ほど中川次

長がお話ししたように、ある程度、彩夏祭の運営費を補填できる範囲でという考えもあ

ると思うので、その辺も実行委員会でいろいろ私もお話を出していきたいと思います。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 ある意味、非常に分かりやすいテーマであると同時に、市役所がこれをやるという話

になると途端に難しくなるという、すごく奥深い話でもあります。 

 それでは、先へ進みます。 

 次は質問番号９番の住みよい環境づくりの推進というテーマでございます。 

 これについては佐藤委員から御質問を頂戴しております。 

 佐藤委員からは、３つの柱がございまして、１つ目が住宅街のカラスやハクビシン、

タヌキの対策についての質問です。 

 ３つ目に、先ほど少し話がありました、キャンプドレイク跡地に生息している生物に

ついての質問です。 

 ３つ目は、ドッグランについての質問でございます。 

 佐藤委員、環境推進課とみどり公園課から回答がございましたが、この回答をお読み

いただいていかがでしょうか。 

〇佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 回答いただきまして納得いたしました。ありがとうございます。 

〇長谷川会長 

 ほかの委員の方々、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは先へ進みます。 

 次は質問番号１０番、１１番、１２番です。 

 低炭素・循環型社会の推進というテーマで、緑川委員と山﨑委員から御質問を頂戴し

ました。 

 まず、緑川委員からは、リサイクルショップの運営についての御質問でございます。

 これについて、資源リサイクル課から回答が寄せられております。 

 緑川委員、資源リサイクル課の回答をお読みになっていかがでしょうか。 

〇緑川委員 

 御回答と資料を御提供いただきありがとうございます。 

 こちらの資料を拝見して、年度ごとに販売金額も上がっていっているので、市民のニ

ーズはあるのだろうということが分かりました。 

 昨年度にこのテーマについて質問したときに、リサイクルプラザはリサイクルショッ

プも含めて、民間への委託も含め検討するという回答を頂きました。 

 今後、収集・補修を行った品物をネット販売するということは考えているのでしょう
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か。メルカリやジモティーとかでも地方自治体の参入が結構あるようですが、朝霞市と

してはどのようにお考えでしょうか。 

〇長谷川会長 

 本日は資源リサイクルから増田課長がお越しになっております。 

 増田課長、いかがでしょうか。 

〇担当課・増田資源リサイクル課長 

 まず、リサイクルショップの売り上げですが、令和６年度は少し上がっておりますが、

これに関しては、取り扱い点数を１回あたり５点から増やした影響があり、全体の傾向

としては少しずつ下がっております。 

 また、民間の活用ということですが、昨年度、リサイクルプラザの全体の見直しを行

い、そういった中古のものなどは、メーカーに出す方も多いですし、民間のリサイクル

ショップもできているので、昨年度、見直しを行いました。 

 ショップについては、少なくとも経費もかなりかかっておりますので、縮小方向で見

直すということまでは決まっており、現在具体的な方法について検討を進めているとこ

ろです。 

 また、ジモティーなどの話ですが、こちらは中古車の一括査定のような形で、写真を

送ると業者からそれぞれの査定額が出てきて、自分が一番気に入ったところと交渉を始

めるというものです。 

 こちらもかなり自治体との連携数が多く、和光市の話も聞いて検討を進めております

ので、うまくいけばそちらの方は始めてみたいと思っております。 

〇長谷川会長 

 緑川委員、今の御説明をお聞きになっていかがでしょうか。 

〇緑川委員 

 よく分かりました。期待しています。 

〇長谷川会長 

 それでは、次のページに移ります。 

 質問番号１１番と１２番でございます。 

 同じく低炭素・循環型社会の推進というテーマで、山﨑委員からの御質問でございま

す。 

 １つはこの取組に対して予算が割り当てられている事業の具体的貢献度についての質

問です。 

 もう１つは、先ほど議論しましたリサイクルショップの運営についての質問です。 

 この２つの御質問に対して、環境推進課と資源リサイクルから御回答がございました。

 山﨑委員、回答をお読みいただいて、いかがでしょうか。 

〇山﨑委員 

 御回答いただきましてありがとうございました。 

 まず１１番ですが、できれば具体的な数字で示してほしかったのですが、回答内容で

納得しました。 

 ちなみに、指標にあるＣＯ２排出量の削減率というのは、どのような算出根拠をしてい

るのか、参考までに教えてください。 

〇長谷川会長 

 それでは、環境推進課の西島課長がお越しになっておりますので、西島課長、いかが

でしょうか。 

〇担当課・西島環境推進課長 

 算出につきましては、県がデータを取りまとめております。 

 市町村の事業から排出されるもののほか、産業別の生産量やそれらの電力量などから、
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県が算出しております。 

〇長谷川会長 

 今の御回答をお聞きになって、山﨑委員、いかがですか。 

〇山﨑委員 

 ありがとうございました。 

 数値目標を達成するために、自治体から排出者に対してなにか働きかけができるのか

という点について教えてください。 

〇長谷川会長 

 西島課長、お願いします。 

〇担当課・西島環境推進課長 

 働きかけということになると、一般的にはまず広報などを通じた周知が挙げられます。

 それから、企業などに対するものについては、商工会を通じて情報提供を行っており

ます。 

 基本的には、市の現状についてホームページなどで幅広く公表した上で、朝霞市の環

境や地球温暖化の実施計画について情報提供を行うということが中心になっておりま

す。 

〇長谷川会長 

 山﨑委員、今の御回答をお聞きになっていかがですか。 

〇山﨑委員 

 ありがとうございました。 

 やはり、啓発だけではなかなか難しい面もあると思います。 

 もし本腰を入れてやるのだとすると、ペナルティを課すかインセンティブを設けない

と難しいと感じました。 

 続いて１２番の質問ですが、先ほどのやりとりの中で理解できました。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 本件について、ほかの方々から何か御発言はありますか。 

 外山委員、お願いいたします。 

〇外山委員 

 リサイクルショップの売り上げについては、朝霞市は市民の方が品物を出していただ

き、売り上げは全部市民の方に還元するということで、出品する方にとってはとてもメ

リットがありますが、人件費や場所代は全て朝霞市が出しているということで、ものす

ごく朝霞市にとっては、赤字となっていると思います。 

 他市ですと、無償で提供していただいて、売り上げは市に入る形式が多くて、今後場

所代を市民の方にも負担していただくなど、運営方法を検討する必要があると思います。

 現在はメルカリとかで個人で売ることが当たり前にできるようになってきた中で、や

はりリサイクルショップの意義も薄れてきたのではないかと思います。 

 出品する方も同じ方が何度も利用されていて、一部の方にとっての利益になっている

面もあると思うので、今後の見直しに期待したいと思っています。 

〇長谷川会長 

 よろしいですか。 

 ここで休憩をしたいと存じます。 

今はちょうど３時ですので、１０分ほど休憩を取らせていただきます。 

 

 

 （暫時休憩） 
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〇長谷川会長 

 それでは時間になりましたので、後半の部に移りたいと存じます。 

 次の質問番号１３番の前に、先ほど質問番号８番の地域文化によるまちづくりという

テーマについて議論が抜けておりました。 

 この質問は吉田委員から頂戴しておりまして、中学生から大学生ぐらいの年齢の方々

が参加できるイベントと、その対応がどうなっているのかという御質問でございます。 

 地域づくり支援課からは、彩夏祭についての回答を頂戴しましたが、恐らく彩夏祭以

外のイベントについての問題意識もあろうかと思います。 

 これに関して、産業振興課の大瀧課長、いかがでしょうか。 

〇担当課・大瀧産業振興課長 

 確認ですが、アートマルシェについての御質問ということでよろしいでしょうか。 

〇吉田委員 

 彩夏祭は、中学生から大学生の方も参加していることは認識していますが、これ以外

の四季のイベントがある中で、それぞれ中学生から大学生までの年代の子供たちが少な

いという印象がありました。 

 来場者としても少ないですし、参加しているその演者の方も、その年代の子供が少な

いという印象があったので、今回の質問をさせていただきました。 

〇長谷川会長 

 それでは、大瀧課長お願いいたします。 

〇担当課・大瀧産業振興課長 

 アートマルシェやどんぶり王選手権を主催している団体はそれぞれ違いますが、例え

ばアートマルシェや花まつりについては商工会。それからどんぶり王選手権については

北朝霞商業振興会が主催しています。 

 それぞれの団体が学生を取り込む動きということは、具体的にはないのかもしれませ

んが、今後はそういうところも踏まえて、より多くの年齢層にも御参加いただけるよう

な形でやっていければと考えております。 

〇長谷川会長 

 吉田委員、よろしいでしょうか。 

〇吉田委員。 

 先ほどの彩夏祭のグッズなどもそうですが、主催しているのが市ではないというとこ

ろはもちろん分かります。調整が難しいところではあると思いますが、普通に市民の目

から見てその層がいないと見えている方も多いと思うので、ぜひ各実行委員の方にその

辺りの観点を持ってイベント作りをしていただけたらと思います。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして質問番号１３番に移りたいと存じます。環境教育・環境学習の

推進というテーマで、緑川委員から御質問を寄せていただいております。 

 小・中学生に対する環境学習や環境教育、それから小中学生以外に対しての学習につ

いてはどうなっているのかということでございました。 

 緑川委員、環境推進課の回答をお読みいただいていかがでしょうか。 

〇緑川委員 

 回答ありがとうございます。回答を読んでよく分かりました。 

 私自身が環境かるたというものの存在を初めて知ったので、ホームページで見てみま

したが、結構難しそうな上に 1文が長く、しっかり読む必要があると感じました。 
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〇長谷川会長 

 環境推進課西島課長から、補足の説明はございますか。 

〇担当課・西島環境推進課長 

 ありがとうございます。 

 環境かるたにつきましては、令和４年度に作ったもので、まだ浸透されていないとこ

ろもあると思います。 

 偶然にも本日、教育委員会とコラボして、第一小学校の４年生に、環境学習という学

習の中で環境かるたを実施してきました。 

 委員のおっしゃるとおり、まだ子供には難しい言葉などもありますが、これを機会に

覚えていただければという思いを込めて進めているところです。 

 今後は、中学生から大学生とも協力して、また新たな環境かるたを更新していきなが

ら、子供だけでなく一般の方にも分かりやすい取組を心がけていきたいと思っておりま

す。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 緑川委員、よろしいでしょうか。 

 それでは続きまして、ごみ処理体制の充実というテーマで、質問番号１４番から１６

番でございます。 

 １４番は佐藤委員からの御質問でございます。事業ごみの増加に対して事業所への啓

蒙活動について、また、新しい処理施設の概要について御質問を頂きました。 

 これに対して、資源リサイクル課から回答が寄せられております。 

 佐藤委員、この回答をお読みになっていかがでしょうか。 

〇佐藤委員 

 ありがとうございます。 

 回答内容について、理解しました。 

〇長谷川会長 

 資源リサイクル課の増田課長から、新しい施設について何か補足説明はありますか。 

〇担当課・増田資源リサイクル課長 

 朝霞市も和光市も、今持っているごみ処理施設はかなり古くなってきており、更新の

時期を迎えております。 

 それぞれの市が別々に建設するよりも、協力して建設した方が経済的にもメリットが

あるということで、朝霞和光資源循環組合という組合を作り、ちょうど工事を始めてお

ります。 

 また、工事の様子は組合のＩｎｓｔａｇｒａｍで配信も始めております。月ごとの工

事の進捗なども配信していくということですので、ぜひ御覧いただければと思っており

ます。 

〇長谷川会長 

 残念ながら私は拝見しておりませんが、住民が簡単にアクセスできるような体制を作

っていただくと、多くの方に納得していただけるのではないかと思います。 

 次に、山﨑委員から御質問がございました。 

 １つ目は、ごみ処理体制の充実ということに絡んで、資源ごみ処理事業のコストが上

がっている理由について質問がありました。 

 ２つ目は、新しい処理施設では、資源の回収についてどのように考えているのかとい

う質問でございます。 

 山﨑委員、資源リサイクル課からの回答をお読みになっていかがでしょうか。 
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〇山﨑委員 

 回答いただきありがとうございました。 

 まず１５番のコストの上昇については承知いたしました。 

 １６番については、今後も財政は厳しい状況が続くというところで、市として税収以

外の財源をどう確保していくかという観点で質問しました。 

 回答としては、承知いたしました。 

 １点確認ですが、焼却炉の方式をどうするかという議論があったのかと思いますが、

これを選んだ理由を教えてください。 

〇長谷川会長 

 増田課長、お願いいたします。 

〇担当課・増田資源リサイクル課長 

 ごみの処理の方式としては、ストーカ方式と流動床式の２つに分類されます。 

 今の朝霞市と和光市のどちらもストーカ方式で、今度作るところもストーカ方式です。

 割合としても、ストーカ方式がかなり多いです。 

 ストーカ方式の特徴としては、比較的経済的に有利であることと、メンテナンス的に

もしやすいため、ストーカ方式を採用しております。 

 流動床式の特徴としては、火力が強くて何でも燃やせることが挙げられます。 

 極端な話ですが、植木鉢などの陶器もそのまま燃やせてしまうものでして、そういう

特徴を選ぶ自治体もありますが、朝霞和光資源循環組合としましては、メンテナンスが

簡単で経済的にもメリットがあるストーカ方式を選んだという結果でございます。 

〇長谷川会長 

 山﨑委員、今の御説明をお聞きになっていかがでしょうか。 

〇山﨑委員 

 ありがとうございました。 

 納得いたしました。 

 もう１点、質問させてください。 

 ごみを燃やすということで排熱があります。 

 リサイクルとは少し違うかもしれないですが、その排熱の利用はされているのでしょ

うか。 

 または利用する計画はあるのでしょうか。 

〇長谷川会長 

 増田課長、お願いいたします。 

〇担当課・増田資源リサイクル課長 

 施設の稼働に利用するほか、余った分については売電する予定になっております。 

〇長谷川会長 

 本件については御関心の高い方もいらっしゃると存じます。 

 皆様から御質問や御発言はございますか。 

 御発言はないようですので、何かあればまた後でも御発言ください。 

 次に、質問番号の１７番と１８番に進みます。うるおいのある生活環境づくりという

テーマについて、緑川委員と吉田委員から質問がございました。 

 緑川委員からは、公園や緑地を管理する市民ボランティア団体についての御質問でご

ざいます。 

 緑川委員、みどり公園課からの回答をお読みになっていかがでしょうか。 

〇緑川委員 

 回答と資料を頂きありがとうございます。 

 回答いただいたことで内容は分かりましたが、１点質問させてください。 
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 公園管理団体の人数というのは、５名以上必要など決まりのようなものはあるのでし

ょうか。 

〇長谷川会長 

 今日はみどり公園課から松下課長がお越しいただいております。松下課長、よろしく

お願いいたします。 

〇担当課・松下みどり公園課長 

 公園管理の実施要綱を定めておりまして、５名以上と規定しております。 

〇長谷川会長 

 緑川委員、今の回答をお聞きになって、いかがでしょうか。 

〇緑川委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

〇長谷川会長 

 次に、吉田委員からあさか冬のあかりテラスについての御質問でございます。 

 このイベントの効果について、どう評価されているのかという趣旨だと存じます。 

 吉田委員、御自身の質問に対するみどり公園課からの回答をお読みになっていかがで

しょうか。 

〇吉田委員 

 御回答ありがとうございます。 

 冬のあかりテラスについて、イベントを始めた当初の目的について教えてください。 

〇長谷川会長 

 今の御質問に対して、松下課長、お願いします。 

〇担当課・松下みどり公園課長 

 あさか冬のあかりテラスについては、コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、いろ

いろと自粛される中、朝霞市を明るくしていきたいという思いからイルミネーションを

始めました。 

 朝霞市内外から人を呼び込むことで朝霞市を盛り上げていこうというところから始ま

ったものでございます。 

〇長谷川会長 

 吉田委員、いかがでしょうか。 

〇吉田委員 

 そういえば、そうだったと思いました。アンケートを見ると、去年もやっていたから

今年も来たという方もいるようで、市民の中に浸透している印象を受けます。 

 イベントの魅力はあると思うので、イルミネーションを見るだけではなく、それ以外

にもお金を使ってもらえるような催しを考える必要があると思います。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 松下課長、今の御発言についていかがでしょうか。 

〇担当課・松下みどり公園課長 

 昨年度まではイルミネーションの点灯式については、付随したイベントをしておりま

したが、今年度の事業内容につきましては委託業者と検討を行っておりますので、日中

でも遊んでいただけるようなイベントなどを検討したいと思います。 

〇長谷川会長 

 吉田委員、いかがでしょうか。 

〇吉田委員 

 もう１点、去年のイルミネーションでぽぽたんのフォトコンテストをやったと記憶し

ていますが、景品の説明などが見つけられませんでした。せっかくコンテストをやるの
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であれば、もう少し分かりやすくする必要があると思います。 

〇長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 今の御発言を踏まえて、これからの企画に生かしていただければと思います。 

 それでは、次に質問番号１９番、まちの魅力を生み出す景観づくりというテーマです。 

 佐藤委員から、武蔵野の自然を残し、歴史ある文化財の保全のためにどのような取組

をされているのかという質問で、みどり公園課と文化財課から回答いただいております。 

 佐藤委員、２つの課の回答をお読みになっていかがでしょうか。 

〇佐藤委員 

 どちらも丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました。 

〇長谷川会長 

 みどり公園課、文化財課の方から何か補足の御説明はございますか。 

 特にないようですので、次に移ります。次は質問番号の２０番から２２番でございま

す。 

 都市農業の振興というテーマでございまして、緑川委員と山﨑委員から御質問を頂い

ております。 

 緑川委員からの御質問は、認定農業者が減少しているその理由は何か。 

 それから朝霞市の計画に対する進捗状況の外的要因の意味がよく分からないというこ

とでございます。 

 緑川委員、御質問に対して、産業振興課から回答がございました。 

 産業振興課の回答をお読みになっていかがでございましょうか。 

○緑川委員 

 はい。回答ありがとうございます。①の質問については御回答いただいた内容でよく

分かりました。 

 ②の外的要因の意味が理解できませんというのは、本当に何度読んでも分からなかっ

たので質問させていただいたのですが、回答いただいた内容を読んで分かりましたので、

ありがとうございます。 

 以上です。 

○長谷川会長 

 はい。ありがとうございます。 

 産業振興課から何か補足説明はございますか。 

 大瀧課長、お願いいたします。 

○担当課・大瀧産業振興課長 

 評価シートにおいては外的要因ということで表現が足りなかったことにつきまして、

申し訳ありませんでした。 

 今後は、より分かりやすい表現にいたします。 

○長谷川会長 

 はい。それでは次に移ります。山﨑委員から御質問を頂いております。 

 ２つ質問がございまして、１つは、水利組合事業の決算額についてです。 

 決算額、例年の決算額２００万円に比べて、令和６年度は約５，０００万円と非常に

大きな数字になっているということで、これはどういうことなのかという御質問でござ

いました。 

 まず、これに対する産業振興課の回答をお読みになって、山﨑委員、いかがでござい

ましょうか。 

○山﨑委員 

 はい。回答いただきありがとうございます。 



  

18 

 

 内容としては、承知しました。 

 １つ確認ですが、各年度の決算としては、もともと予算の中に入っていた事業だと考

えてよろしいですか。 

○長谷川会長 

 はい。大瀧課長お願いいたします。 

○担当課・大瀧産業振興課長 

 はい。委員のおっしゃるとおりでございます。 

○長谷川会長 

 山﨑委員、どうぞ。 

○山﨑委員 

 はい、分かりました。ありがとうございました。 

○長谷川会長 

 それでは、山﨑委員、次の御質問でございます。 

 農業委員会運営事業についての御質問を頂きました。 

 その当該事業はどういうものなのか、決算額、約３，０００万円ということで決して

小さな数字はないという補足の後、御質問がございました。 

 事務局の回答をお読みになって、いかがでございますか。 

○山﨑委員 

 はい。回答いただきありがとうございました。 

 私の方でも調べまして、農業委員会として、農業委員会の必要性というのが農地法に

基づくものから来ているというところで、必要な理由ということは理解しました。 

 内容については、精査すべきところがあるのかなと思いました。 

 また、農業の振興は、市町村だけでなく、日本全体の問題かと思います。 

 特に地方において農業の担い手がいなくなるというところで、今後ますます都市部で

の農業をどうするかということも大事になっていくかと思うので、力を入れて取り組ん

でいただきたいと思います。 

○長谷川会長 

 はい。ありがとうございます。 

 山﨑委員の御発言を踏まえて、産業振興課大瀧課長、補足の御説明があれば、お願い

します。 

○担当課・大瀧産業振興課長 

 はい。世界の情勢を見ても有事や米不足問題などの農業に関わる問題が多く出てきて

いるので、情報を収集するとともに、国の動向を注視しながら今後対応していきたいと

考えています。 

○長谷川会長 

 昨今、米の値段が急騰したということに関連して、農協の名前が度々挙がります。 

 地域行政の中で、農協と行政との関わり合いはどのようになっているのか、御説明い

ただければと思います。 

 大瀧課長、お願いいたします。 

○担当課・大瀧産業振興課長 

 はい。農協と市の関係につきましては、農協は、組合員である農業者のための組織で

ありまして、市役所は地域の農業振興施策を実施する立場でございます。 

 また、連携した取組としましては、例えば農業祭の開催や農業体験事業などがありま

す。 

 農業祭につきましては、運営費を市と農協が出資していたり、農業体験については体

験事業を市が主催して、農協の方に助言をしていただくという形で連携したりしていま
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す。 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 委員の方々、何か御発言ございますか。 

 何か御質問でも結構でございます。 

 飯倉委員、お願いいたします。 

○飯倉委員 

 認定農業者の方が減っている状況において、朝霞市としての都市近郊農業を残すつも

りがあるのか、それとも都市化を進めるのか、市としてはどういった見解のもと今後農

業施策に取り組んでいくのでしょうか。 

○長谷川会長 

 はい。大瀧課長お願いいたします。 

○担当課・大瀧産業振興課長 

 はい。基本的には農地については、様々な役割、例えば防災としての機能の役割も大

きいと思っておりますので、そういうことなど、できる限り農地は残したいとは思いま

すが、国の税制上、相続税の問題もありますので、農地を持っている方からすると大き

な課題があり、やむを得ず手放す事情があることも承知しております。 

 以上でございます。 

○長谷川会長 

 飯倉委員、よろしいですか。 

○飯倉委員 

 農家が頑張っている一方で、国の制度という大きな壁に阻まれて農業の継続が阻まれ

ているという状況になると、１つの課だけで解決できる問題ではなく、例えば県や国と

協議をして、現場の声を聴くことも今後検討する必要があるかもしれません。 

○長谷川会長 

 本件は、非常に大きなテーマでもございます。 

 今まで農業というのは産業として捉えられてきていません。我々が生きていくための

食料を生産するという側面から捉えられてきました。 

 そして農地は、都市部における緑地という面からも重要です。 

 ところが現実問題として、農家の運営が非常に難しくなっており、何がどう必要なの

か、これは住民や地域行政だけが考えるのではなく、国が頑張らなければいけないので

すが、残念ながら国がそういう発想を持つことがなかなか難しい状況にあります。 

 ちょうど今選挙中ですので、ぜひ皆様方はこの機会に関心を持っていただければと思

います。 

 それでは、次は最後のページでございます。 

 質問番号で２３番シティ・プロモーションの展開というテーマでございまして、緑川

委員から御質問を頂いております。 

 事前資料の中で、①として指標の１番と２番が連動していないという問題意識と、②

として「むさしのフロントあさか」とは、何を表現したいのかよく分からないという質

問がありました。また、③として「シティ・セールス朝霞ブランド」の認定基準を教え

て欲しい、また、なぜブランドという言葉を使っているのかという御質問を頂いており

ます。 

 これに対してシティ・プロモーション課から回答がございました。 

 緑川委員、シティ・プロモーション課からの回答をお読みになっていかがでございま

しょうか。 
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○緑川委員 

 はい。まず、先にお伝えさせていただくと、今日皆さんの机の上に配られている小冊

子を見ながら、事前質問をしたということは御理解いただきたいと思います。 

 ①については、回答でよく分かりました。 

 ②については、回答が冊子の表紙の文章のまま来ると思わなかったので、正直残念に

思います。この文章だと４市全てが当てはまるので、朝霞市ならではの魅力を考える必

要があるのではないかと思います。 

 他市の方から聞かれた場合という言葉をあえて使ったのですが、回答いただいた文章

をそのまま読むと長いですし、ポエムのようで恥ずかしいので、このような冊子の文言

としてはいいと思いますが、人に聞かれた場合という質問に対しての答えにはなってな

いのではないかと思っています。 

 こちらをまず御回答お願いします。 

○長谷川会長 

 本日はシティ・プロモーション課から多度津課長がお越しになっております。 

 多度津課長、お願いいたします。 

○担当課・多度津シティ・プロモーション課長 

 はい。質問ありがとうございます。 

 回答について、冊子の言葉をそのまま回答として載せてしまったことについては少し

説明が足りず、申し訳ありませんでした。 

 朝霞市ならでは、というところを強く強調できていないということは、御指摘のとお

りかと受けとめております。 

 むさしのフロントという名称について、近隣市、同じような状況ということも認識し

ている中で最後に「あさか」という言葉をつけさせていただいて、活動の中で朝霞市ら

しさというのを少しでもＰＲしていきたいということで、シティ・プロモーション活動

に取り組んでいるところでございます。 

 そのため、現段階で明確な朝霞市という言葉をお示しできないことについては、市と

して努力が必要だと感じています。 

 朝霞市では、市民それぞれが主体となって動いているイベントが活性化してきており

ます。 

 朝霞市のほかと違う特徴・強みというところを、人と人とのつながりとか人の主体性

などで始まっているイベントというところに強みを感じており、そういったところに焦

点を当て、ＰＲしていきたいと考えています。 

 また、市民プロモーション委員会という会議体を立ち上げておりまして、市民の方が

市民のそれぞれの言葉で朝霞市の魅力を発信する取組を行っており、市民が自ら主体的

に関わることで、より愛着を醸成させていくというような取組を続けているところでご

ざいますので、より推進できるように努力したいと考えております。 

 以上です。 

○長谷川会長 

 はい。ありがとうございます。 

 又賀公室長、お願いいたします。 

○事務局・又賀市長公室長 

 補足させていただきます。 

 むさしのフロントというキャッチコピーについて、この名前になった経緯を簡単に説

明しますと、市制施行５０周年のときに、市として何かできることはないかというとこ

ろから始まっています。 

 このキャッチコピーを決めるときには、検討段階から広報アドバイザーを外部にお願
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いして、助言を頂きながら、市の若手職員を中心に、市の持つ魅力を一言で、どう伝え

られるかというところから、「むさしのフロントあさか」というキャッチコピーが生まれ

ました。 

 キャッチコピーが発表されたときは、私もすぐに馴染んだわけではないのですが、そ

ういった、すぐに耳になじまないキャッチコピーを付けることで興味を持ってもらうマ

ーケティング手法もあるそうです。 

○長谷川会長 

 はい。ありがとうございます。 

 緑川委員、今の事務局の説明をお聞きになっていかがでしょうか。 

○緑川委員 

 はい。今、お二方に御回答いただいて、「むさしのフロントあさか」を説明するときの

答えが事前質問の回答で頂いた内容だと恥ずかしいことは変わらないのですが、マーケ

ティングの手法があることは分かりました。 

 もう少し単純で分かりやすくて、口に出しやすい文章だったらいいと思います。 

 続けての質問になりますが、③の質問についてですが、「シティ・セールス朝霞」や「朝

霞ブランド」であれば、よく分かりますが、全てつなげると、盛り込みすぎだと思うの

ですが、何かお考えがあるのでしょうか。 

○長谷川会長 

 それでは多度津課長、お願いいたします。 

○担当課・多度津シティ・プロモーション課長 

 はい。「シティ・セールス」という言葉では、都市の魅力を市外に向けて発信するとい

うところを表しており、「朝霞ブランド」という部分に関しましては、朝霞ならではの誇

りを持てるようなものをブランドとして認知を進めるという意味を表しております。市

の魅力をブランドとして認定することと合わせて市外に向けて発信するという意味で、

両方の単語を組み合わせたものでございます。 

 以上です。 

○長谷川会長 

 はい。今の説明を聞いて緑川委員、どうお感じになりました。 

○緑川委員 

 はい。市民からすると少し盛り込み過ぎという気はするのですが、市外の方に対して

アピールするということだとよくできているのではないかと思っています。 

 ターゲットが転入したばかりの方、もしくは転入を考えている方であれば、とても有

効だと思います。 

 追加の質問になりますが、この冊子の１１ページに、ブランドロゴタイプやイラスト

が載っているのですが、こちらの朝霞市のキャラクターのぽぽたんが載っていて、ぽぽ

たん自体は見たこともあり、知っているのですが、男の子だということを知ってすごく

驚いたのですが、これは作者の御意向なのでしょうか。 

○長谷川会長 

 多度津課長、お願いいたします。 

○担当課・多度津シティ・プロモーション課長 

 はい。先ほどお話に出ました、市制５０周年のときに朝霞市キャラクターぽぽたんが

生まれました。 

 その際に、性別や年齢などの設定をすることで、よりぽぽたんの実在性が高まるとい

うことを広報アドバイザーの方と庁内検討委員会等で検討し、決定したものです。 

○長谷川会長 

 はい。今の件でございますが、シティ・プロモーション課ができるときに、パネルデ
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ィスカッションがあり、私も参加し、今のやりとりについては、当時も話題になりまし

た。 

 ぽぽたんは韓国の現代アートの作者として非常に有名な方がデザインをされていま

す。 

 また、シティ・プロモーション自体は、何か売り出していくということでございます。 

 それでは、何を誰に売り出していくかということになるわけでございます。 

 御商売されている方もいらっしゃるわけですので、分かりやすく言うと、誰が買って

くれるのかということを考える必要があります。 

 各自治体が同種の問題意識を持って、シティ・プロモーションに関する仕事は、各自

治体でやられていて、例外なく、他の地域の方々に自分の地域を知ってもらい、可能で

あれば、移り住んでいただき、街を発展させていきたいという意味合いが込められてい

ることであろうと思っております。 

 そして、何かを売り込むときには、中身がなければいけないので、その中身は一体何

かというところが重要でございます。 

 その重要な部分が残念ながら各自治体で若干希薄であるという印象を受けていて、そ

れは朝霞市も同様だと思っています。 

 朝霞の売りは何かという共通意識が形成されていないので、今日の議論を踏まえ、今

後、事務局が一生懸命頑張って考えていくのであろうと思います。 

 もっと分かりやすく言うと、売り出す限りにおいては、売るものについて自信を持つ

必要があります。 

 温泉に観光に行くと、多くの場所で温泉饅頭を売っています。 

 温泉饅頭は、売る場所によって味が大きく変わることは少ないと思いますが、売る側

は、「ここの温泉饅頭が一番おいしい」と信じ込んで売っています。 

 それと同じで、その売っている商品、食べ物がおいしいし、自慢できると思わないと、

他の地域の方に売ることができない。さらに言うと迫力がなくなってしまうので、何を

売りにするのかということを、もう少し分かりやすく、住民の方々に共通した意識とし

て持っていただくと、さらにシティ・プロモーションの効果が上がると思います。 

 シティ・プロモーションを推進していくためには、今回の議論を踏まえて、次のステ

ップに進んでいただく必要があるのかなと思っております。 

 それでは、今日予定をしておりましたテーマについては以上で終わりたいと存じます。 

 皆様、本日もたくさん御意見をいただきましてありがとうございます。 

 頂いた皆様方の御意見につきましては、私と副会長で整理をさせていただいて、皆様

に御確認をいただきたいと存じます。 

 

◎３ その他 

○長谷川会長 

 事務局から連絡事項等ございましたらお願いします。 

○事務局・横田主事 

 はい、事務局から事務連絡が２点ございます。 

 １点目は、本日の意見についてです。 

 先ほど会長からお話がありましたとおり、本日頂いた御意見は、会長及び副会長と整

理し、後日皆様に送付させていただきます。 

 ２点目は、次回第５回の会議についてです。 

 次回の会議は、７月２５日金曜日午前１０時から、市役所別館２階全員協議会室にて

開催します。持ち物につきましては、以前にお送りしました灰色のフラットファイルと、

本日お配りした追加資料をお持ちください。 
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 事務局からは以上です。 

 

◎４ 閉会 

○長谷川会長 

 ありがとうございます。 

 皆様方から何か御発言ございますでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了させていただきます。 

 皆様、御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


